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介護施設における労働災害防止について
令和６年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

厚生労働省労働基準局 安全衛生部 安全課
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介護施設における労働災害防止について（厚生労働省労働基準局長・老健局長
から都道府県知事・市区町村長への要請文）
（令和６年３月 2 9日付け基発 0 3 2 9第 3 4号・老発 0 3 2 9第 1 0号）

• 介護施設においては、近年、介護サービスの需要増大を背景として介護施設における労働災害が著しく増
加しており、その発生率（労働者1000人あたりの労働災害発生件数）も全産業の平均値より高く、１件の
労働災害による平均休業見込み日数も43.3日となっており、重篤な労働災害が多くなっています。

• 介護保険事業のご担当におかれても、労働災害の現状とともに労働災害防止に取り組むことの重要性の周
知や各種取組への働きかけ等をお願いします。

労働災害の発生率の比較（令和５年）
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データ出所：労働者死傷病報告（令和５年）
※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く

労働力調査（年次 2023年 Ⅱ-Ⅰ表 役員を除く雇用者）データ出所：労働者死傷病報告 ※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く 2



介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月2 9日付け基発0 3 2 9第3 4号・老発0 3 2 9第1 0号）

介護事業者が介護労働者の労働災害防止に取り組むことは、単に労働者の安全衛生確保という観点のみならず、
介護業界が直面する課題に直結する経営上の観点からも極めて重要

総合的な介護人材確保対策（主な取組）

介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定着促進
生産性向上

介護職
の魅力向上

外国人材の受
入れ環境整備

※上記内容は社会局・老健局資料「総合的な介護人材確保対策（主な取組）」で掲げる対策を列挙したもの。

介護従事者の労働災害防止は、介護業界が直

面する様々な問題に直結する経営上の重要課題

⚫ 人材不足（新規採用、離職防止、定着促
進）への対応

⚫ 利用者の災害（事故）、利用者を巻き込
んだ災害（事故）の防止

⚫ 働き方の質の向上による介護サービスの
質の向上（生産性向上）

職員の休業

サービス
低下

利用者の
事故等

過重労働

離職 介護職の
魅力低下

人材不足

生産性低下

事業継続に支障

信頼低下

労働災害
多発
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介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月2 9日付け基発0 3 2 9第3 4号・老発0 3 2 9第1 0号）

介護施設等における休業４日以上の労働災害は、動作の反動・無理な動作（腰痛等）、転倒で約７割を占めて
いる
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介護施設等における休業４日以上の労働災害の推移 介護施設等における転倒・腰痛による労働災害の発生率
（令和５年）
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データ出所：労働者死傷病報告（令和５年）
※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く

労働力調査（年次 2023年 Ⅱ-Ⅰ表 役員を除く雇用者）データ出所：労働者死傷病報告 ※新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く

発生率＝労働者1000人あたりの労働災害発生件数
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介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月2 9日付け基発0 3 2 9第3 4号・老発0 3 2 9第1 0号）

厚生労働省では、介護者の腰痛予防や転倒防止のための具体的対策を示したリーフレットの周知を行っていま
す。また、補助金による中小事業者への設備・装備の導入や、腰痛等防止のための「ノーリフトケア」の導入
への支援等を行っていますので、労働災害の現状とともに、介護事業者への周知等をお願いいたします。

【労働者の転倒による骨折等の防止】【腰痛等の動作による身体の部位の負傷の予防】
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介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月2 9日付け基発0 3 2 9第3 4号・老発0 3 2 9第1 0号）

高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の
健康保持増進のためにエイジフレンドリー補助金を是非ご活用ください（令和７年度も実施予定です）

高年齢労働者の労働
災害防止対策コース

転倒防止や腰痛予防の
ためのスポーツ・運動
指導コース

コラボヘルスコース

対

象

事

業

者

• 労災保険に加入している中小企業事業者 かつ、１年以上事業を実施
していること

• 役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること

• 高年齢労働者（６０
歳以上）を常時１名
以上雇用している

• 対象の高年齢労働者
が補助対象に係る業
務に就いている

• 労働者を常時１名以上雇用している
 （年齢制限なし）

補

助

対

象

• １年以上事業を実施
している事業場にお
いて、高年齢労働者
の身体機能の低下を
補う設備・装置の導
入その他の労働災害
防止対策に要する経
費（機器の購入・工
事の施工等）

• 労働者の転倒防止
や腰痛予防のため、
専門家等による運
動プログラムに基
づいた身体機能の
チェック及び専門
家等による運動指
導等に要する経費

• 事業所カルテや健
康スコアリングレ
ポートを活用した
コラボヘルス等、
労働者の健康保持
増進のための取組
に要する経費

上

限

額

補

助

率

補助率：１／２ 補助率：３／４

上限額：１００万円
（消費税を除く）

上限額：３０万円
（消費税を除く）

（ウ）暑熱な環境による労働災害防止対策（熱中症防止対策）

（ア）転倒・墜落災害防止対策

◆ 作業場所の床や通路のつまずき防止のための対策
◆ 作業場所の床や通路の滑り防止のための対策
◆ 転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
◆ 階段の踏み面への滑り防止対策
◆ 階段への手すりの設置
◆ 高所作業台の導入（自走式は含まず。床面から２ｍ未満の物）

（イ）重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策（腰痛予防対策）

◆ 不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置
◆ 重量物搬送機器・リフトの導入（乗用タイプは含まず）
◆ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツの導入
◆ 介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
◆ 介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
◆ 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術(ノーリフトケア)
の修得のための教育の実施

（エ）その他の高年齢労働者の労働災害防止対策（交通災害防止対策）

従業員通路への
凍結防止装置の導入

移乗介助の際の
身体的負担を

軽減する機器の導入

① 高年齢労働者の労働災害防止対策コース

② 転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース
労働者の身体機能低下による「転倒」や「腰痛」の行動災害を防止するため、
身体機能維持改善のための専門家等による運動プログラムに基づいた身体機能
のチェック及び専門家等による運動指導等に要する費用を補助対象とします。

令和６年度エイジフレンドリー補助金（※ 今年度の申請受付期間は終了いたしました）
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介護施設における労働災害防止について
（令和６年３月2 9日付け基発0 3 2 9第3 4号・老発0 3 2 9第1 0号）

労働者が概ね100人未満の介護事業者等の安全衛生の専門家が職場にお伺いし、労働現場や作業の問題点を明
らかにして改善のアドバイスを無料で行っていますのでご活用ください。

中小規模事業場安全衛生サポート事業
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ご相談、お困りのことなどがあれば、厚生労働省担当課（労働基準局安全衛

生部安全課）、労働局や労働基準監督まで遠慮なくご相談ください。

お問い合わせ先
労働基準局 安全衛生部 安全課
サービス産業・マネジメント班
TEL:03-5253-1111（内線5256）

8

SMXBF
四角形


	【セット版】R6全国課長会議資料（労働基準局安全衛生部安全課・労働衛生課）.pdfから挿入したしおり
	スライド 1: 介護施設における労働災害防止について 令和６年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
	スライド 2: 介護施設における労働災害防止について（厚生労働省労働基準局長・老健局長から都道府県知事・市区町村長への要請文） （令和６年３月29日付け基発0329第34号・老発0329第10号）
	スライド 3: 介護施設における労働災害防止について 　　　（令和６年３月29日付け基発0329第34号・老発0329第10号）
	スライド 4: 介護施設における労働災害防止について 　　　（令和６年３月29日付け基発0329第34号・老発0329第10号）
	スライド 5: 介護施設における労働災害防止について 　　　（令和６年３月29日付け基発0329第34号・老発0329第10号）
	スライド 6: 介護施設における労働災害防止について 　　　（令和６年３月29日付け基発0329第34号・老発0329第10号）
	スライド 7: 介護施設における労働災害防止について 　　　（令和６年３月29日付け基発0329第34号・老発0329第10号）
	スライド 8


